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芸術文化振興上の課題解決のため推進することが必要な公演、展示等の芸術活動やその基盤となる取組について、着実
で機動的な実施を図るため、公演・展示等の要件（分野、内容、開催地域、対象者、参加者、実施上の留意点等）を国が
示し、芸術団体、関係機関等から企画提案を受け、選考した活動について、国が芸術団体等に委託して実施。
これにより、我が国の文化芸術の水準の向上と国民の鑑賞機会の充実を図り、「文化芸術立国」の推進に資する。

【効果】
○我が国の芸術文化の水準が世界的なものに高まる → 世界への日本文化の普及とインバウンド拡大
○国民の優れた舞台芸術公演の鑑賞機会の充実 → 居住地域による鑑賞機会の格差の縮小
○観客層の拡大 → 入場料収入の増 → 公演数や質の向上 → 観客層拡大といったプラスのスパイラル効果
○障害者の芸術作品の実態把握・展示の推進 → 障害者の芸術活動の充実
○我が国の文化を理解する外国人が増加する → 世界に敬愛される文化の国として「世界の文化交流のハブ」となる

【想定される取組の例】
○ 世界的な指導者等を招へいした公演の実施、世界的な
評論家を招待した論評の世界への発信
○ 地方における優れた公演の実施
○ 鑑賞ガイドの作成、入場料軽減の実施
○ 障害者の優れた芸術活動の成果を発表するための展
示・公演等の実施
○ 伝統芸能と西洋の芸術を融合した舞台など分野を横断
した我が国を代表するアーティストによる公演等の実施
○ 国内で行われる様々な公演を自律的に一元化し、国内
外に発信する仕組みを構築するための調査研究を実施
○ 文化芸術による新たな社会モデルの構築に向けた基盤
的な取組を実施

趣旨

課題の選定 要件の提示 企画の提案・実施

【芸術文化振興上の課題例】
○ 実演芸術の世界水準への向上と世界へのアピールが求め
られている。
○ 地方での優れた実演芸術の鑑賞機会が少ない。

○ 高齢者、子育て中の保護者等の文化芸術活動の充実や、

青少年に対する多様な経験の提供が求められている。

○ 障害者の優れた芸術活動の普及の促進が求められている。

○ オリンピック・パラリンピックを見据えた場合、海外か

らの訪日者に対し、我が国の文化活動情報や魅力的な公演

が十分に発信されていない。

○ 文化芸術が生み出す社会への波及効果を社会課題の解決

や改善に繋げることが求められている。 ･･etc

事業内容

戦略的芸術文化創造推進事業
（27年度予算額 ４０１百万円）
28年度予算額 ４４１百万円

要件の提示

企画公募による事業実施



２０２０年に東京で開催されるオリンピック・パラリンピック競技大会を、スポーツのみならず文化の祭典として、日本
全国で特色ある文化活動が行われる大会にするとともに、同大会終了後も文化芸術による地域の活性化など、そ
の成果が継承されるよう、地方公共団体が行う、地域の文化資源等を活用した計画的な文化芸術活動や、全国
津々浦々で文化事業を実施するための文化施策推進体制の構築を促進する取組を支援

文化芸術創造都市の取組

文化芸術の持つ創造性を地域振興、観光・産業
振興等に活用し、地域課題の解決に取り組む文
化芸術創造都市の取組
【取組例】
・国際的な芸術祭、音楽祭、写真展

訪日外国人が鑑賞・体験できる取組

多言語対応等により日本人に
限らず訪日外国人でも鑑賞・
体験できる文化事業

文化の力による心の復興の取組

東日本大震災の被災地における、実演芸術の鑑賞
等を通じた心の安らぎと活力の向上を図る取組

新国立劇場が制作する世界水準の公演の鑑賞事
業や、新国立劇場において地域のプロの芸術団
体が行う公演

地域の文化施策推進体制
の構築を促進する取組

専門性を有する組織を活用した文化芸術政策の企
画立案・遂行、地域の文化芸術活動への助成、調
査研究等を実施する体制の構築を促進する取組へ
の支援や、地方公共団体が取り組む文化プログラ
ムの統括を行うコミッショナーの配置、「文化芸
術アソシエイツ(仮称)」の活用を促進する取組
【支援内容】
・当該組織の運営費や調査研究費等

文化芸術で地域を活性化する取組

地域の様々な魅力ある文化芸術を再生又は創生し
発展させる取組や、大学との連携による文化芸術
の創造発展につながる取組をはじめ、地域の文化
芸術の担い手の育成につながる取組
【取組例】
・ 地域の音楽、踊り、演劇の公演、ワークショップ、
アウトリーチ

・ メディア芸術の展示、
地域の文化資源を活用した現代アート展

・ 地域の大学教員、学生、
卒業生等によるオペラ、
オーケストラ公演、美術展

支援対象の文化芸術活動

新国立劇場との連携公演

文化芸術による地域活性化 地域文化の国際発信 インバウンドの増加
効果

文化事業の企画・実施能力の向上

札幌国際芸術祭2014オープニングプログラム 旋回するノイズ
提供：創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行委員会

石川県「吹奏楽の日」

補助率：1/2を上限に支援

支援件数：5事業支援件数：5事業

支援件数：9事業支援件数：9事業

支援件数：18事業支援件数：18事業 支援件数：7事業支援件数：7事業

支援件数：
都道府県 1事業
市町村 1事業

支援件数：
都道府県 1事業
市町村 1事業

支援件数：
都道府県 29事業
市町村 58事業

支援件数：
都道府県 29事業
市町村 58事業

文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業
（27年度予算額 ２,６２１百万円）
28年度予算額 ２,７９０百万円

新規



舞台芸術創造活動活性化事業
（27年度予算額 ３,１５２百万円）
28年度予算額 ３,２８７百万円

分野の特性に応じた舞台芸術創造活動に対する新たな助成システムを導入することにより、我が国芸術団体の水準向上と、より多く

の国民に対する優れた舞台芸術鑑賞機会の提供を図る。

舞台芸術創造活動支援

芸術各分野ごとに、それぞれの特性に応じた、最適で、かつきめ細やかな助成システムへの転換を推進する。

創造活動経費支援型

年間団体支援
バレエ ８団体
現代舞踊等 ５団体

公演事業支援 ６件

舞 踊 分 野

創造活動経費支援型

年間団体支援 １７団体

公演事業支援 ３８件

演 劇 分 野

創造活動経費支援型

年間団体支援 １２団体

公演事業支援 ３件

伝統芸能分野

効 果

我が国舞台芸術の
更なる水準向上

優れた舞台芸術公演
の鑑賞機会の充実

国民の芸術活動への
積極的な参加意識
の醸成

世界に誇れる舞台
芸術の創造

持続可能な芸術活動
の展開

国民生活の質的向上

音 楽 分 野

※前年度「トップレベルの舞台芸術創造事業」の継承事業

創造活動経費支援型

芸術団体の芸術水準の向上となる公演の中でも、特に企画性の高
い意欲的な芸術活動について、創造活動に対する支援を行う。

支援方法 創造活動に要する経費を対象に助成額を決定
（年間団体・公演事業支援）

支援期間 年間団体支援： 最長３年間／公演事業支援： 単年度

支援件数 年間団体支援： ５団体／公演事業支援： ８件

合唱、室内楽 等

オーケストラ、オペラ

入場料収入連動型

我が国の芸術水準の向上を図るとともに、芸術団体の集客努力を促し、
より多くの国民に優れた舞台芸術を提供するため、入場料収入に応じた
支援を行う。

支援方法 自主公演における入場料収入に対し一定の係数を乗じて、
助成額を決定 （年間団体支援）

※助成額＝公演毎の入場料収入×係数

支援期間 複数年度助成（３年間）

支援件数 オーケストラ １２団体、 オペラ ６団体

創造活動経費支援型

年間団体支援 ９団体

公演事業支援 １件

大衆芸能分野



劇 場 ・ 音 楽 堂 等 活 性 化 事 業
（27年度予算額 ３,０００百万円）
28年度予算額 ３,０２７百万円

現在の我が国では、如何に地域のコミュニティを再生し、地域の活
性化を確保していくのかが、大きな課題。

我が国の文化施設の多くは、多目的利用・貸館公演が中心で、劇
場・音楽堂等としての機能の発揮が不十分。

実演芸術団体の活動拠点が大都市に集中、相対的に地方で多彩
な実演芸術に触れる機会が少ない。

現

状

と

課

題

我が国の文化拠点である劇場・音楽堂等が行う、音楽、舞踊、演劇等の実演芸術の創造発信や専門的人材の養成、
普及啓発事業、劇場・音楽堂等間のネットワーク形成等に対し、総合的に支援。

地域の実演芸術の振興を牽引する劇場・音楽堂
等が主体となり、地域住民や団体等とともに行う実
演芸術の創造発信（公演事業）や人材養成事業、
普及啓発事業を活動単位で支援。

［支援件数］：公演事業 ７０件
人材養成事業 ４０件
普及啓発事業 ４０件

［支援内容］：事業実施に必要な経費の二分の一を
上限に支援。

我が国の実演芸術の水準を向上させる牽引力の
あるトップレベルの劇場・音楽堂等が行う、国際水
準の実演芸術の創造発信（公演事業）や、専門的人
材の養成事業、普及啓発事業を総合的に支援。

［支援内容］：事業実施に必要な経費の二分の一を
上限に支援。

［支援内容］：事業実施に必要な経費の二分の一を
上限に支援。

実演芸術の創造発信力を高めることを目的として、
複数の劇場・音楽堂等が複数又は単一の実演芸術
団体等と共同して行う実演芸術の新たな創造活動
（新作、新演出、等）を支援。

劇場・音楽堂等相互の連携・協力を促進し、国
民がその居住する地域に関わらず等しく実演芸術
を鑑賞できるよう、実演芸術団体が企画制作する
巡回公演に対し支援。

［支援件数］：大型公演 ２件
通常公演 ６０件
多言語対応公演 ６件

［支援内容］：巡回公演実施に必要な経費のうち、
旅費及び運搬費を支援。
（多言語対応公演は、翻訳料および
字幕板賃借料を含む。）

劇場・音楽堂等において実演芸術に関する活動
や、劇場・音楽堂等の事業が自主的・主体的に行
われる環境を醸成するため、各種情報提供や研修、
調査研究を実施。

［研修内容］：アートマネージメント研修
舞台技術職員研修
スタッフ交流研修

地域コミュニティの創造と再生

活動別支援事業 特別支援事業 （支援施設数：１５施設） 共同制作支援事業 （支援施設数：３施設）

劇場・音楽堂等間
ネットワーク構築支援事業

劇場・音楽堂等基盤整備事業

平成２４年６月、「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」が公布・
施行。

同法において、劇場・音楽堂等は、文化芸術の継承・創造・発信の
場、人々が共に生きる絆を形成する地域の文化拠点として規定。

また、劇場・音楽堂等の事業等に対する支援を行うなど、国が取り
組むべき事項を明確にし、環境整備等を進めることが規定。



舞台芸術や現代アートなど、我が国の優れた芸術文化を積極的に海外に発信するとともに、各分野における国際
文化交流を推進することにより、我が国の芸術活動の活性化、芸術水準の向上を図り、我が国の芸術文化の国際
競争力を高める。

【効果】
○我が国の芸術文化の世界的な評価が高まる → 世界への日本文化の普及とインバウンド拡大
○世界における我が国の文化のプレゼンス向上 → 世界市場のシェアの拡充 → 日本ブランドの向上
○国民が優れた芸術文化に触れる機会の充実 → 芸術文化への理解増進 → 心豊かな生活

事業の実施

音楽、舞踊、演劇等の舞台芸術や映画、現代アートなど各分野における我が国の優れた芸術文化を世界に発
信するため、海外のフェスティバルへの参加・出展、国内における国際フェスティバルの開催、海外の芸術団
体との共同制作などの取組に対し支援を行う。

事業概要

趣 旨

海外で開催されるフェスティバルや展覧会
への参加や出展等を支援

（例） アヴィニョン演劇祭（フランス）、ヴェネチアビエンナーレ（イタリア）
アートバーゼル（スイス）

国際フェスティバル開催支援
（舞台芸術、現代アート、映画）

我が国で開催される海外発信力のある
フェスティバル等に対して支援
（例）東京国際映画祭

海外国際フェスティバル・展覧会
参加出展等支援

（舞台芸術、現代アート）

国際共同制作支援（舞台芸術）

我が国の芸術団体と外国の芸術団体と
の国際共同制作公演に対して支援

現代アートの海外発信の推進
（現代アート）

我が国の現代アートの海外展開に関するシ
ンポジウムの開催、現代アートの国際情勢、
国際展開に関する調査研究を実施

芸術文化の世界への発信と新たな展開
（27年度予算額 ９６２百万円）
28年度予算額 ９６２百万円



多くの人々に支持され親しまれている総合芸術であり、かつ海外への日本文化発信の有効な媒体である日本映画の振興を図る。

日本映画の創造・交流・発信
①日本映画製作支援事業【554百万円】
優れた日本映画の製作活動に対する支援

・字幕制作・音声ガイド制作(ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ映画60作品) （拡充）

②ロケーションに係るデータベースの運営 【16百万円】
各地フィルムコミッションの持つ情報を集約したデータ

ベースを作成しインターネット上で公開

③文化庁映画賞 【10百万円】
・日本映画界で顕著な業績をあげた者の顕彰

・優れた文化記録映画作品の顕彰及び上映会

④海外映画祭への出品等支援 【67百万円】
日本映画の海外映画祭への出品に対する支援

予算額 ７００百万円 （６８７百万円）

若手映画作家等の育成

①短編映画作品支援による若手映画作家の育成 【120百万円】

ワークショップや実際の短編映画作品の制作を通して、若手映画作家

等に映画製作に必要な技術・知識の習得機会を提供

②映画関係団体等の人材育成事業の支援 【41百万円】

映画製作現場における学生の実習（インターンシップ）受入れの支援

予算額 １６１百万円 （１６１百万円）

映画フィルムの保存・継承

自律的な創造サイクルの確立

人材の育成と社会的認知の向上

⑤全国映画会議【15百万円】
映画界をとりまく課題等に関して関係者が意見交換を行う

シンポジウムの実施

⑥アジアにおける日本映画特集上映事業 【31百万円】
アジア諸国において日本映画の特別上映や人材育成に

つながる交流事業を実施

⑦「日本映画情報システム」の整備 【7百万円】
日本映画に関する情報を集約したデータベースを作成し

インターネット上で公開

我が国の映画フィルムの保存・継承

東京国立近代美術館フィルムセンター

日本映画の振興
（27年度予算額 ８４８百万円）
28年度予算額 ８６１百万円



人材育成支援
232百万円（232百万円）

創造・発信支援
8３１百万円（757百万円）

メディア芸術は広く国民に親しまれ、新たな芸術の創造や我が国の芸術全体の活性化を促すとともに、海外
から高く評価され、我が国への理解や関心を高めている。
また、メディア芸術は、我が国の文化振興はもとより、コンテンツ産業、観光、国際文化交流にも資するもの。

メディア芸術の一層の振興のため、「創造・発信支援」と「人材育成支援」を充実

メディア芸術クリエイター育成支援事業
22百万円（16百万円）

・若手クリエイターが行うメディア芸術作品の創作活動を支援

若手アニメーター等人材育成事業
210百万円（210百万円）

・制作スタッフに若手人材を起用し、制作段階でオン・ザ・ジョブ・ト
レーニング（ＯＪＴ）を組み込んだ実際のアニメーション制作現場にお
ける人材育成を実施

アニメーション映画製作支援
119百万円（116百万円）

・我が国の優れたアニメーション映画の製作活動
に対する支援。（16作品）
・字幕・音声ガイド制作（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ映画10作品）
（拡充）

メディア芸術連携促進等事業
337百万円（287百万円）

・作品の所在情報等（データベース）の運用・活用
・各研究機関等におけるアーカイブ化に係る取組
みへの支援による相互連携（20件） （拡充）

・連携共同事業等（新領域創出、調査研究等）につ
いて、産・学・館（官）の連携・協力による実施

メディア芸術祭
・メディア芸術の総合フェスティバルとして、優れた
作品を顕彰
・メディア芸術祭20周年企画展の開催（拡充）
・障害者とメディア芸術に係る調査研究の実施（新規）

メディア芸術祭地方展
・地方において優れたメディア芸術作品の鑑賞機
会を提供するため、総合的な展示・上映等を行う
展覧会を開催

文化庁メディア芸術祭等事業
375百万円（355百万円）

海外メディア芸術祭参加出展
・海外のメディア芸術関連フェスティバル等におい
て、メディア芸術祭受賞作品をはじめとする我が国
の優れた作品の展示・上映等を実施

メディア芸術人材育成等支援事業
232百万円（232百万円）

※ 27年度まで実施していた海外メディア芸術クリエイター等招へい事
業(6百万)は、メディア芸術クリエイター育成支援事業に統合

メディア芸術の振興
（２７年度予算額 ９８９百万円）

２８年度予算額 １,０６２百万円



才能豊かな新進芸術家等に、公演出演や展覧会出展などキャリアアップにつながるような機会を提供するとともに、技
術の向上や知識の深化に資するワークショップ等の研修実施を通して、次代を担い、世界に通用する創造性豊かな芸術家
等の育成を図る。また、芸術系大学が有する人的、物的資源を活用し、アートマネジメント人材や作品を鑑賞するものと
作品をつなぐ「対話型鑑賞」を提供するファシリテーターの育成を図る。
更に、国内外の実演家、プロデューサ、アートマネジメント人材等の人的交流の促進を図ることにより、文化芸術を支

えるグローバル人材を育成するとともに我が国の文化芸術の海外への発信力の強化を図る。

若手芸術家や演出家、舞台技術者、アートマネジメント人材など、我が国のこれからの文化芸術を担う人材を
育成する観点から、実践的かつ、高度な技術・知識の習得するための研修機会（公演・展覧会、ワークショップ
・セミナー等）や国際的な人的交流の機会を提供する。

趣 旨

現代日本文学の海外発信基盤整備

・現代日本文学の翻訳・出版、翻訳コンクール等の実施

統括芸術団体による人材育成事業

・若手芸術家等を対象とした、公演・展覧会、研修会、
ワークショップ・セミナー等の実施

特色ある文化活動推進

・若手芸術家等を対象とした、複数の文化芸術の融合又
は新しい分野の文化芸術の創造に資する公演等の実施

芸術系大学等連携における新進芸術家等人材育成

・芸術系大学と芸術団体が連携して行う若手芸術家等を対象
とした、高度な技術・知識の習得を目的とした事業の実施

芸術系大学等におけるアートマネジメント人材育成

・芸術系大学等の資源、施設を活用したアートマネジメント
人材、ファシリテーターを育成する事業の実施

実演芸術連携交流の推進

・国内におけるインターンシップや国内外の著名なプロ
デューサ等による国際会議等の開催 等

事業概要

世界への我が国の文化の普及
○文化芸術を支える人材の質が高まり厚みが増す

文化芸術の水準が向上 我が国のブランドイメージ向上
○世界で通用する芸術家等が育成される

海外での招聘公演が増える インバウンドの拡大
○我が国の文化芸術を理解する外国人が増える

世界における我が国の存在感の向上

効 果

新進芸術家グローバル人材育成事業業
（27年度予算額 １,４８０百万円）
28年度予算額 １,４１４百万円



文化芸術は、子供たちの育成に大きな力となる。

■ 一流の文化芸術団体や芸術家による質の高い様々な文化芸術を鑑賞・体験する機会を提供することは 子供たちの豊かな感性・情操や、創造力・
想像力を養う上で大きな効果。

■ 芸術家を教育現場に派遣して行う対話や創作、表現に係る体験活動は、子供たちの思考力・判断力・表現力等の向上や、自己肯定感、社会性、責任感等
の育成に大きな効果。

■ 義務教育期間中の子供たちに対し、国として、質の高い文化芸術に触れる機会を、２回 （「現代実演芸術」「伝統
芸能」各１回）以上提供する。

■ より多くの文化芸術の鑑賞・体験が可能となるよう地方公共団体への働きかけなどを行う。将来的には、地方公共
団体の自主事業等も含め、義務教育期間中毎年１回は、文化芸術の鑑賞・体験ができる環境を整えることを目指す。

２ 芸術家の派遣事業

■ 個人又は少人数の芸術家が学校を訪れ、講話、
実技披露、実技指導を実施。

■ 国、教育委員会と地域のNPO法人等が連携し、
学校と芸術家個人や小規模グループをコーディ
ネート。

学校公募型 １，４００ 件程度

NPO法人等提案型 １，１００ 件程度

１ 巡回公演事業

■ 国が一流の文化芸術団体を選定し、小学校・中
学校等において実演芸術公演を実施。

■ 事前に児童・生徒が自ら参加する体験型の活動
（ワークショップ）を実施。

■ 合同開催を奨励し、効率的により多くの児童・生
徒に実演芸術の鑑賞・体験機会を提供。

公演種目 １４ 種目

巡回公演数 １，８５０ 公演程度

３ コミュニケーション能力向上事業

■ 学校において、芸術家による表現手法を用いた
計画的・継続的なワークショップ等を実施。

■ 芸術家による実技披露に加え、児童・生徒が小
集団で協働して、課題解決に取り組む活動を実施。

■ 創作や小集団での話合い等のプロセスを重視。

学校公募型 １００ 件程度

NPO法人等提案型 １００ 件程度

豊かな創造力・想像力を養う
思考力やコミュニケーション能力など
社会人としての素養を身につける

将来の芸術家や観客層を育成し、
優れた文化芸術の創造につなげる

文化芸術による子供の育成事業
（27年度予算額 ５,１１２百万円）
28年度予算額 ５,１２３百万円



目 的：次代を担う子供たちに対して、民俗芸能、工芸技術、邦楽、日本舞踊、茶道、華道などの伝統文化に関する活動を、
計画的・継続的に体験・修得できる機会を提供することにより、我が国の歴史と伝統の中から生まれ、大切に守り伝
えられてきた伝統文化を将来にわたって確実に継承し、発展させるとともに、子供たちの豊かな人間性を涵養するこ
とを目的とする。

参加対象：地域に在住する親子等（子供のみが対象の教室も可）
実施主体：伝統文化に関する活動を行う団体（伝統文化関係団体）等
実施分野：民俗芸能、工芸技術、邦楽、日本舞踊のほか、茶道、華道などの生活文化も対象
補助金額：予算の範囲内において定額
対象経費：指導者等への謝金・旅費、会場・用具の借料、教材費等
実施方法：文化庁から、全国の伝統文化関係団体を対象に募集を行い、有識者の審査を経て実施団体を決定

「放課後子供教室」と連携した体験機会を提供

みまや焼き教室子供屋台囃子教室

平成2８年度
約４,000教室程度

■ 第2期教育振興基本計画（平成２５年６月閣議決定）

事業概要

■ 経済財政運営と改革の基本方針201５（平成２７年６月閣議決定）

■ 文化芸術の振興に関する基本的な方針（第４次基本方針）（平成２７年５月閣議決定）

次代を担う子供たちに豊かな創造性，感性等を育むため、できるだけ幼い頃から、伝統文化や文化財に親しむ機会を充実

文化芸術団体との連携・協力を図りつつ子供たちが地域の伝統文化に触れる機会を提供する取組への支援

文化芸術立国を目指し、「文化芸術の振興に関する基本的な方針」を踏まえ、子どもの文化芸術体験機会の確保

  

着装・礼法教室

＜支援教室数＞

伝 統 文 化 親 子 教 室 事 業
（27年度予算額 １,２００百万円）
28年度予算額 １,２０２百万円



（２）文化財の適切な修理等による継承・活用等 32,035百万円（ 32,681百万円）
国宝・重要文化財や史跡等を積極的に活用しながら次世代へ確実に継承するため、適切な修理・整備や、

防災・防犯対策等に対する支援を行う。

（３）文化財の公開活用、伝承者養成、鑑賞機会の充実等
3,485百万円（ 3,431百万円）

文化財は、わが国の歴史や文化等の正しい理解のために欠くことのできない
国民的財産であり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものである。

重要文化財の指定等

国の指定、選定、
登録文化財等の数
約27,600件

（平成27年12月1日現在）

指定等された
文化財の管理

防災・防犯設備の
設置などに対する
国の補助

指定等された
文化財の修理等

重要文化財等の
修理などに対する
国の補助

指定等された
文化財の活用

史跡等の整備・活用、
無形文化財等の伝承、
鑑賞・体験機会の充実等

次世代へ
の継承

広く国民に対して文化財を公開し、鑑賞するための機会を提供するとともに、無形文化財等の伝承者養成、

わざの錬磨等に対する補助を行う。

文化財を次世代へ確実に継承するために、適切な修理・整備や防災・防犯対策等への支援を行うとともに、

日本遺産などの地域の文化財の魅力を国内外に発信する取組や、観光振興政策と連動した地域活性化の取組を

推進する。

（１）文化財総合活用戦略プランの強化 9,626百万円（ 8,367百万円）
日本遺産の認定を促進するとともに、地域の文化財群の一体的な公開活用を推進するための情報発信、

設備整備等の取組を行う自治体等への支援を継続するほか、地域の文化財群の魅力を効果的に発信する

ための事業に対する支援を強化する。

かけがえのない文化財の保存・活用・継承等
（27年度予算額 ４４,４７８百万円）

28年度予算額 ４５,１４６百万円

＜檜皮葺の屋根葺替を実施＞
国宝 清水寺本堂
（京都府京都市）

＜石寺の山なり茶園＞
日本遺産 日本茶８００年の歴史散歩

（京都府和束町）



・ホームページや
案内設備の多言語化を推進し、
地域の文化財群の魅力を
効果的に国内外へPR

・他省庁の施策と連携し、
インフラや受入環境を含めた
一体的な整備を実施

・周辺地域を含めた文化財群の
総合的・一体的な整備・
活用を推進し、観光振興と
地域経済の活性化を図る

○日本遺産魅力発信推進事業 ○文化財建造物を活用した地域活性化事業
○文化遺産を活かした地域活性化事業 ○歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業
○地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業 ○地域の特色ある埋蔵文化財活用事業

＜文化庁＞
文化財総合活用戦略プランによる文化財群の一体的な活用推進及び国内外への魅力発信

１．日本遺産の認定促進

●日本遺産の認定件数を２０２０年度までに１００件程度とすることを目指し、
平成２８年度は１８件程度の新規認定を目指す。

●日本遺産（地域型）の認定要件の１つとしている「歴史文化基本構想」の策定支援件数を拡充。

２．地域の文化財群の魅力を効果的に発信する取組への支援の強化

●文化庁・観光庁共同で開催する「文化財の英語解説のあり方に関する有識者会議」において、
文化財の魅力をわかりやすく外国人観光客に伝えるための表現上の留意点等について検討。

●地域の文化財群の魅力を国内外へ効果的に情報発信するための総合的な取組に対する
支援を強化。

＜観 光 庁＞観光案内所の機能強化、Wi-Fi環境整備、周遊バスの実証運行

などの観光客の受入環境整備

＜国土交通省＞交通インフラの整備、無電柱化などの周辺環境整備

地域が関係省庁の支援メニューを複合的に活用することで、
観光資源を活かした魅力あるまちづくりと地域活性化を実現

連
携

展示施設の整備、多言語化

無電柱化

文化財総合活用戦略プランの強化
（27年度予算額 ８,３６７百万円）
28年度予算額 ９,６２６百万円

【支援メニューの複合的活用の例】



地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産（Japan Heritage）」に認定するとともに、
ストーリーを語る上で不可欠な魅力ある有形・無形の文化財群を地域が主体となって総合的に整備・活用し、国内外に戦略的に
発信することにより、地域の活性化・観光振興を図る。

概 要

個々の遺産ごとに、いわば「点」として指定

従来型の文化財行政

国宝・重要文化財

史跡・名勝

無形文化財
民俗文化財

寺社・
仏閣

城郭

遺跡 伝統
芸能

甲冑

ポ イ ン ト

○文化財群のパッケージとして、「地域型」と「ネットワーク
（シリアル）型」の２タイプを想定

○自治体に対し、日本遺産に関する情報発信等に係る支援
策を用意するほか、ハード面に関する事業をメニュー化

○文化庁による日本遺産ブランドの発信

○国交省、観光庁をはじめ関係省庁と 連携・協力し、省庁
横断的に支援。

・地域に根ざし世代を超えて受け継がれている内容

日本遺産（Japan Heritage)

ストーリー

文化庁
による認定

外部
有識者
の意見

地域に点在する様々な遺産を「面」として活用・発信

寺社・
仏閣

城郭

遺跡伝統
芸能

甲冑

⇒パッケージ化した文 PRし、
地域のブランド化・アイデンティティの再確認を促進。

⇒地域の魅力が十分に伝わらない

ストーリーとは・・・・

・歴史的魅力発信のための明確なテーマ設定

・単なる歴史や文化財の説明になっていないこと

私たちの町には、
こんなストーリーが
あるのよ

灯（あか）り舞う半島 能登
～熱狂のキリコ祭り～

尾道水道が紡いだ中世からの
箱庭的都市

①情報発信、人材育成事業

③公開活用のための整備に係る事業

・日本遺産コーディネーターの配置
・多言語ＨＰ、パンフレットの作成
・ボランティア解説員の育成等

・ストーリーの理解に有効なガイダンス機能の強化
・周辺環境等整備（トイレ・ベンチ、説明板の設置等）

事 業 内 容

②普及啓発事業

・発表会、展覧会、ワークショップ、
シンポジウムの開催
・日本遺産ＰＲイベント（国内外）の開催

日本遺産プロモーション事業

・日本遺産全体のシンポジウムの開催
・地域のニーズにあった専門家の派遣

日本遺産魅力発信推進事業
（27年度予算額 ８０７百万円）
28年度予算額 １,２７５百万円



１．地域の文化遺産次世代継承

地方公共団体が策定する、文化遺産を活用した地域活性化を推進する特色ある総合的な取組に関する実施計画に盛り込まれた事業を支援

２．歴史文化基本構想策定支援

地方公共団体が、地域の文化財を、指定、未指定にかかわらず幅広く把握し、その周辺環境を含めて、総合的に保存・活用し、観光資源を有効活用するための

基本的な構想として「歴史文化基本構想」を策定・改訂するための事業を支援

３．世界文化遺産活性化

「世界文化遺産｣に登録された地域に対して、情報発信・普及・保護活動の取組等について支援し、観光資源の活用を推進。観光庁とも連携

４．日本の歴史・伝統文化情報発信推進（新規）

地方公共団体等が、地域の文化財に対する外国人旅行者のニーズに合わせた正確で分かりやすい情報発信や体制整備等の取組をモデル事業として支援

事業概要：目的

◆地域の文化遺産次世代継承

取組内容

◆歴史文化基本構想策定支援

◆世界文化遺産活性化

（富岡製糸場と絹産業遺産群）

世界文化遺産に登録された地域の
観光振興と活性化を図るため、情
報発信・普及・保護活動等を支援

文化財の悉皆調査等の実施やその
結果を踏まえて、関係部局や地域
住民等と協力して「歴史文化基本
構想」を策定するための有識者会
議の開催、シンポジウムの開催等
を実施 （関連文化財群の実地調査）

静岡県掛川市の三社祭礼囃子
保存・継承事業で子供への実
技・演技指導等を行うととも
に、子供の練習成果発表を併
せて実施

（三社祭礼囃子の発表の様子）

◆日本の歴史・伝統文化情報発信推進

（ＨＰやパンフレットの多言語化）

地域の文化財に対する外国人旅行
者のニーズに合わせた正確で分か
りやすい情報発信や体制整備等を
行うためのモデル事業を実施

文化遺産を活かした地域活性化事業
(27年度予算額 ２,１４７百万円)
28年度予算額 ２,１６０百万円



 

１ 地域文化の振興と国際発信の支援
①地域に存する文化財の活用 【８０百万円】
・地域に存する文化財の総合把握，情報連携
・地域に存する文化財を活用するためのコミュニティー形成等
②美術館・歴史博物館を核とする観光振興 【１１１百万円】
・美術館･博物館の情報発信，相互連携
・ユニークベニューの促進
③多言語化による国際発信 【３００百万円】
・外国語による展示解説や館内案内板表示の充実・強化
・インターネットを活用した情報発信の充実・強化
・外国語対応可能な人材の確保等

地域に存する文化財の活用，観光振興，多言語化による国際発信，国際交
流，地域へのアウトリーチ活動，人材育成等，美術館・歴史博物館を活用・強
化する取組を支援することによって，美術館・歴史博物館が地域の核として文
化の発信を牽引し，文化芸術立国の実現に資することを目指す。

事業目的

■文化芸術の振興に関する基本的な方針（第４次基本方針）（平成27年5月22日閣議決定）

美術館，博物館，図書館等が，優れた文化芸術の保存・継承，創造，交流，発信の拠点のみならず，地域の生涯学習活動，国際交流活動，ボランティア活動や観光等の拠点

としても積極的に活用され，地域住民の文化芸術活動の場やコミュニケーションを通じた絆づくり，感性教育，地域ブランドづくりの場としてその機能・役割を十分に発揮でき

るよう，次の施策を講ずる。

■経済財政運営と改革の基本方針2015（平成27年6月30日閣議決定）

文化芸術立国を目指し、「文化芸術の振興に関する基本的な方針」を踏まえ、文化芸術活動に対する効果的な支援、「日本遺産」など魅力ある日本文化の発信、メディア芸術

の振興、子どもの文化芸術体験機会の確保、国立文化施設の機能強化、文化芸術の担い手の育成、文化財の保存・活用・継承等に取り組む。

■日本再興戦略改訂2015（平成27年6月30日閣議決定）

我が国の歴史・文化を体現する文化財の価値・魅力を外国人旅行者に対して十分に伝えるため、ICTの活用を含め、英語での分かり易い解説表示の在り方・ポイント等を検
討するとともに、文化財の英語での情報発信に対する支援を行う。

（事業例）
美術をテーマとした体験型ゲーム

（事業例）
地域文化財の保全

２ 地域と共働した創造活動の支援 【４２３百万円】
地域へのアウトリーチ活動，ボランティア交流，学芸員等の招へい・
派遣，障害者の芸術活動支援，子供を対象とした取組等を支援

事業内容

■補助事業者

美術館・歴史博物館を中心とした実行委員会等

■補助金額

予算の範囲内において定額

■積算件数 １２６件

（参考）

地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業
平成２７年度 ： ９９件

３ 美術館・歴史博物館重点分野の推進支援 【４００百万円】
我が国の文化芸術の振興に係る諸課題のうち，美術館・歴史博物館に
関わる緊急的かつ重点的な分野等の取組を支援

（27年度予算額 １,３１３百万円）
28年度予算額 １,３１８百万円地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業



文化財建造物等を活用した地域活性化事業
（27年度予算額 １,１００百万円)
28年度予算額 ６７０百万円

【重点戦略３】文化芸術の次世代への確実な継承、地域振興策等への活用
文化財の特性や適切な保存に配慮しつつ、多様な手法を用いて積極的な公開・活用を行い、広く国民が文化財に親しむ機会を充実する。

美しい日本探訪のための
文化財建造物活用事業（新規）

公 開 活 用 事 業

対象：重要文化財（建造物）

目的：外観及び公開範囲の部分を、健全
で美しい状態に回復することで、
国内外の人々に美しい日本の旅を
提供する。

対象：重要文化財（建造物）
登録有形文化財（建造物）
重要伝統的建造物群保存地区

目的：文化財建造物等の公開・活用の充
実を図るため、多言語化等に対応
した展示、便益、管理のための施
設・設備の整備に対して支援する。

取
り
組
み
事
例

東御市海野宿伝統的建造物群保存地区 滞在型交流施設 Une Noix

・平成26年7月OPEN
平成27年７～９月の
宿泊予約はほぼ満室

登録有形文化財（建造物）常陸太田市郷土資料館（梅津会館）

• 平成26年11月再OPEN
• 地域の女性のワークシェア
リングによる運営

• 多様なイベントの開催

【事業の概要】

取
り
組
み
事
例

軸部や小屋組等の構造に関わる部位に
影響を及ぼさない外観及び公開範囲の仕
上げに関わる部位の回復

・下地組や軒付に損傷がない
茅葺屋根の、腐朽部分の茅の交換、
間隙部への茅の補充、
緩んだ部分の締め直し、棟の作り
直し等。

・土壁の、中塗りの修繕や漆喰上塗
りの塗り直し。

・彩色の剥離・剥落した部分の補筆
や、漆塗の部分の漆がけ。

等

茅葺屋根の劣化
（茨城県・坂野家住宅表門）

漆喰仕上の剥落
（島根県・木幡家住宅米蔵）



＜事業内容＞歴史的に由緒ある史跡等について、整備中・整備後に地域の中でどう活かすか（『活用』）を念頭に置きつつ、

来訪者目線で修復・復元等の整備を行い、地域の「たから」として、史跡等の価値の再発見・継続的な魅力

発信につなげることにより、地域の活性化・アイデンティティの醸成とともに観光振興を図る。

『活用』を意識した整備！

○史跡等の魅力を更にＵＰさせて、 未来へ継承！
○史跡等を活かしたまちづくりにより 地域の活性化・観光振興を実現！

保存と活用の
整備基本計画

☆来訪者の理解の向上
☆外国語表記など国際化に対応

ガイダンス施設（釜蓋遺跡）

☆適切な保存整備
☆修復過程の公開
☆整備への住民参加

保存・修復整備

石垣修復（小峰城）

歴史的建造物の
復元整備

整備計画の
策定に当たっては
広く外部の意見を

反映！

ガイダンス施設・
案内板等の設置

☆地域のシンボルの創生

歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業
（27年度予算額 ２,４７５百万円）
28年度予算額 ３,６７９百万円

小学生等による葺き石体験講座
（昼飯大塚古墳）

復元建物
（熊本城）
上：馬具櫓
左：続塀



＜事業内容＞ 出土した埋蔵文化財について、単に収蔵・保管するだけではなく、地域住民が慣れ親しみ理解を深められる
よう、ハード・ソフトの両面からの取組を相互に関連させつつ、相乗効果をもたらすよう一体的な運用を行い、
埋蔵文化財の活用を通じた地域の活性化・観光振興を図る。

地域の特色ある埋蔵文化財の価値や魅力を国内外に発信することを通じて、郷土愛の醸成、

地域アイデンティティの構築、地域の活性化・観光振興を実現。

シンポジウム等の開催

外国語による情報発信

地域と連携した体験学習の実施既存の収蔵庫を改修

埋蔵文化財センター設備整備
（ハード事業）

廃校・空き教室を転用

～埋蔵文化財の活動拠点に～

埋蔵文化財の理解促進・普及活用
（ソフト事業）

～埋蔵文化財に慣れ親しむ～

埋蔵文化財の『見える化』 埋蔵文化財を『体感』

収蔵品の活用、
出前授業等の実施

積極的な利用、
展示構成への提言

埋蔵文化財の価値や
魅力の再発見

魅力的な展示施設整備

地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 （27年度予算額 ５２４百万円）
28年度予算額 ５２５百万円



国宝・重要文化財（建造物）を次世代に継承するための修理や、自然災害等から護るための防災施設
等の整備、耐震対策等に対する補助を行う。

◆美術工芸品の修理等 1,128百万円（ 1,132百万円）

＜主な施策＞

計画的な文化財の修理及び防災・防犯設備等の整備を実施し、
文化財を次世代へ確実に継承する。

国宝・重要文化財（美術工芸品）を次世代に継承するための修理や、盗難等により所在不明となるこ
とや自然災害から護るための防災・防犯施設等の整備に対する補助を行う。

◆伝統的建造物群基盤強化 1,517百万円（ 1,202百万円）

◆建造物の修理等 10,568百万円（ 10,206百万円）

＜修理が終わった仏像から
順次公開する＞
重要文化財

妙法院木造千手観音立像
（京都府京都市）

国宝・重要文化財や史跡等を積極的に活用しながら次世代へ確実に継承するため、適切な
修理・整備や、防災・防犯対策等に対する支援を行う。

◆史跡等の保存整備・活用等 17,220百万円（ 18,525百万円）
歴史上、学術上価値の高い史跡等について、保存と活用を図るための事業を行う所有者、管理団体等に対

する補助を充実するとともに、地方公共団体が史跡等を公有化する事業に対する補助を実施し、保存整備や活
用等を推進する。

文化財の適切な修理等による継承・活用等
（27年度予算額 ３２,６８１百万円）

28年度予算額 ３２,０３５百万円

＜観光客の賑わう伝統的建造物群＞
竹原市竹原重要伝統的建造物群
保存地区（広島県竹原市）

伝統的建造物群保存地区を社会基盤として捉え、保存に関する計画から防災対策までを体系的に位置付け、
定期的な修理による個々の伝統的建造物の健全性確保とともに、耐震対策や防災施設等の整備を一体的・総
合的に実施し、災害に強く、魅力的なまちづくりを実現する。

※前年度「伝統的建造物群の保存修理等」

◎近代化遺産等重点保存修理事業 1,105百万円（ 843百万円）

明治以降に建造された煉瓦や鉄筋コンクリート造等の非木造建造物（近代化遺産）について、
文化財ごとの状況に応じた保存修理を重点的に企画・実施。



木工事 小屋組補修 国宝 知恩院本堂（御影堂）（京都府）

適切な修理周期を目指して修理竣工件数を確保
文化財修理の抜本的強化

木造文化財建造物等の価値を損なうことなく次世代へ継承する
ため､保存修理を実施する。
文化財建造物の定期的な保存修理は、健全性を回復するだけで

なく、構造補強など抜本的な強化も行い、大工等様々な分野の技
能者の確保と育成、修理技術の伝承、修理に必要な資材の安定的
な確保にも資するものである。
28年度は以下の修理竣工を実現する予算を確保
（保存修理件数:63件(うち根本修理:8件))
中期的には適切な周期（根本修理:平均150年、維持修理:平均

30年）の実現を目指す。

△
高

文
化
財
と
し
て
の
価
値

低
▽

150年 300年建築

根本修理 150年周期

根
本
修
理

根
本
修
理

遅
れ
た
根
本
修
理

維
持
修
理

維
持
修
理

維
持
修
理

維
持
修
理

根本修理の周期差による文化財的価値の変化比較図

修理周期を適切な150年
周期へ！

※伊原惠司氏（文建協調査室長）の研究論文(1990.8)による

55件

74件

63件

89件

28年度

根本修理

維持修理

目標値

8件
15件

国宝重要文化財建造物保存修理強化対策事業
（27年度予算額 ７,５０７百万円）
28年度予算額 ７,６０７百万円



伝統的建造物群
基盤強化事業

文化の継承

地区の安全

地域の再生

地区全体の保存と安全性を
向 上 さ せ る 事 業

調 査

保存修理

防災施設

耐震対策

買 上

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

伝 統 的 建 造 物
の 保 存 と 改 修

災 害 に 強 い
ま ち づ く り

社

会

基

盤

と

し
て

体
系
的
に
捉
え
直
す観光の振興

※前年度（伝統的建造物群の保存修理等 １，２０２百万円）

伝統的建造物群基盤強化 （27年度予算額 １,２０２百万円）
28年度予算額 １,５１７百万円

伝統的建造物群保存地区を社会基盤として捉え直し、保存に関する計画から防災対策までを体系的に位置付け、定期的な
修理による個々の伝統的建造物の健全性確保とともに、耐震対策や防災施設等の整備を一体的・総合的に実施し、災害に強く、
魅力的なまちづくりを実現する。



史跡
「斐太遺跡群（釜蓋遺跡）」

ガイダンス施設（新潟県上越市）

◆天然記念物緊急調査 27百万円（ 27百万円）
事業内容：天然記念物の生態・分布調査

補助対象：地方公共団体 補助率：５０％

歴史上、学術上価値の高い史跡等について、保存と活用を図るための事業を行う所有者、管理団体等に対する補助

を充実するとともに、地方公共団体が史跡等を公有化する事業に対する補助を実施し、保存整備や活用等を推進する。

◆史跡等保存管理計画策定 120百万円（ 120百万円）
事業内容：史跡等の管理基準の策定

補助対象：地方公共団体 補助率：５０％

◆天然記念物再生事業 100百万円（ 100百万円）
事業内容：天然記念物である動植物の生育・育成環境の維持・復元等

補助対象：所有者、地方公共団体 補助率：５０％

◆天然記念物食害対策 211百万円（ 222百万円）
事業内容：天然記念物である動物に起因する農林産物等の食害対策等

補助対象：地方公共団体 補助率：３分の２

◆重要文化的景観保護推進事業 263百万円（ 263百万円）
事業内容：重要文化的景観内の建造物等の修理・修景、防災施設設置等

補助対象：地方公共団体 補助率：５０％

◆発掘調査等 2,991百万円（ 2,978百万円）
事業内容：開発等により破壊される恐れのある遺構等の発掘調査、記録作成等

補助対象：地方公共団体 補助率：５０％

◆史跡等の買上げ 10,663百万円（10,775百万円）
事業内容：地方公共団体が史跡等を公有化する事業に対して補助を行う

補助対象：地方公共団体 補助率：８０％

特別史跡
「五稜郭跡」の石垣修理
（北海道函館市）

重要文化的景観
「蕨野の棚田」
（佐賀県唐津市）

◆歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 2,830百万円（4,025百万円）
事業内容：史跡等の魅力を広く発信し理解してもらうため必要となる保存

修理、防災対策等

補助対象：所有者、管理団体、地方公共団体 補助率：５０％

事業内容：測量図、実測図等の作成、史資料の所在調査・整理・分析等

補助対象：地方公共団体 補助率：５０％

◆名勝調査 15百万円（ 15百万円）

名勝
「青岸寺庭園」
（滋賀県米原市）

史跡等の保存整備・活用等
（27年度予算額 １８,５２５百万円）
28年度予算額 １７,２２０百万円



アイヌ関連施策の推進
（27年度予算額 ４５５百万円）
28年度予算額 ５４６百万円

国立のアイヌ文化博物館（仮称）の整備については、『アイヌ文化の復興等を促進する「民族共生の象徴となる空間」
の整備及び管理運営に関する基本方針』（平成26年6月閣議決定）及び「経済財政運営と改革の基本方針2015」に基づ
き着実に推し進める。 平成２８年度は、基本設計（建築・展示）に基づき実施設計（建築・展示）を取り纏める。また、平
成27年度より北海道札幌市に開設した国立のアイヌ文化博物館（仮称）設立準備室において、展示業務（基本展示・企
画展示・テーマ展示）、展示資料の収集・保存・管理業務、ミュージアムネットワーク事業等の開館準備を行う。

アイヌ文化振興法に基づき、アイヌ文化の振興等を図るため、指定法人である（公財）アイヌ文化振興・
研究推進機構が実施する次の事業に対して補助を行う。

アイヌ古式舞踊の披露（アイヌ文化フェスティバル）

① アイヌ文化振興等事業 208百万円(207百万円)

② 国立のアイヌ文化博物館（仮称）の整備及び運営準備 338百万円(248百万円)

白老町位置図

ポロト湖畔とアイヌの伝統的家屋

平成２７～２８年度 博物館・展示の設計

平成２９～３１年度 建設工事（展示工事）

平成３２年度 開館予定

閣議決定の内容

◆ アイヌに関する総合的かつ実践的な研究の推進に関する事業（アイヌ文化研究助成）

◆ アイヌ語の振興に関する事業（アイヌ語講座、ラジオ講座等）

◆ アイヌ文化の振興に関する事業（アイヌ文化フェスティバル、アイヌ工芸品展等）

◆ 伝統的生活空間の再生事業（伝承者育成）

◆ ナショナルセンターとして北海道白老町ポロト湖畔に「民族共生の象徴となる空間」を設置

◆ 中核施設として国立のアイヌ文化博物館（仮称）、国立の民族共生公園（仮称）を設置

◆ アイヌの遺骨を集約、管理する施設を設置

◆ 2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会に合わせて一般公開（慰霊施設は前倒し）

◆総合展示室・・・「①基本展示室」 「②テーマ展示室」 「③子供向
け展示室」「④シアター」から構成

◆特別展示室・・・各種の企画に柔軟に対応することができ、テーマ
展示室と一体となった利用が可能

展示構成

整備スケジュール



（１）無形文化財の伝承・公開 606百万円( 606百万円)

重要無形文化財の保持者や保持団体等が行う伝承者養成等を支援するとともに、
重要無形文化財の保存のための公開事業に対して補助を行う。

（３）文化財保存技術の伝承等 398百万円( 390百万円)

選定保存技術の保持者や保存団体等が行う伝承者養成、わざの錬磨、原材料・
用具の確保等に対して補助等を行う。

重要無形民俗文化財
「京都祇園祭の山鉾行事」

重要無形文化財「能楽」

選定保存技術「表具用手漉和紙（宇陀紙）製作」
保持者 福西正行氏

我が国の長い歴史と伝統の中から生まれ、守り伝えられてきた貴重
な国民の財産である、芸能や工芸技術の無形文化財、風俗慣習や民
俗芸能等の民俗文化財、文化財の修理や用具の製作・修理等の文化
財の保存のために欠くことのできない文化財保存技術の確実な伝承
等を図る必要がある。

（２）民俗文化財の伝承等 270百万円( 250百万円)

地方公共団体、民俗文化財の所有者・保護団体等が行う民俗文化財調査、重要有
形民俗文化財の保存修理や防災設備の設置、重要無形民俗文化財の伝承者養成や
用具の修理・新調等に対して補助を行う。

（ 27年度予算額 １,２４６百万円）
28年度予算額 1,２７４百万円無形文化財等の伝承・公開等



アーティスト・イン・レジデンス活動を通じた
国際文化交流促進事業

（27年度予算額 １１０百万円）
28年度予算額 １１０百万円

国内外の芸術家等が一定期間滞在し，様々な交流を通して創作活動や将来の創造活動等に有益となるプログラムを
提供するアーティスト・イン・レジデンス（ＡＩＲ）事業を支援することにより，ＡＩＲ実施団体の国際的な協力
関係が活発になり，国内外の芸術家等との双方向の国際文化交流が継続的に行われる状況を創出する。

国内のアーティスト・イン・レジデンス団体に対する活動支援
国内外のアーティスト等が一定期間滞在して行う創作活動（制作，リサーチ，意見交換など）のサポート及び創造活動につながるアウトリーチ活
動（作品発表，セミナー，ワークショップ等の交流事業，大学等の他機関と連携して行う交流事業）を実施する国内ＡＩＲ団体を支援。

〇双方向交流発展支援
海外のＡＩＲ実施団体との協力関係を強め，パートナーシップ協定等により行う双方向交流プログラム（アーティスト等の受入・派遣）を支援。

〇双方向交流促進・牽引支援
海外のアーティスト等を積極的に受け入れており，今後の双方向交流が見込まれるプログラム，国内のＡＩＲ団体と連携して行うプログラム
を支援。

目

的

現状 海外のAIR団体等との交流が萌芽

・海外のＡＩＲ団体から交換
プログラム，情報交換の
要望
・日本アーティストの招へい
要望
・共同制作や日本での滞在
制作受入先の相談

国内AIR

次の段階
海外のAIR団体等との日常的かつ、継続的な
交流が実現

事
業
内
容

海外AIR

国内

・国内のＡＩＲ団体と海外の
ＡＩＲ団体とが双方でアー
ティストを受入・派遣
・日本アーティストの海外で
の活動(作品発表等)機
会を促進
・国内のＡＩＲ団体の認知度
向上

我が国のアーティスト・イン・レジデンスが，国境を越えたアーティスト等の交流の場として機能
我が国のアーティスト等の海外における創作活動等の機会が拡大



28年度
(2016)

29年度
(2017)

30年度
(2018)

31年度
(2019)

32年度
(2020)

博物館所蔵情
報掲載

国指定文化財
画像掲載

多言語サイト
構築

スマートフォン
サイト構築

普及啓発

◇現状と課題
全国の博物館・美術館においては、収蔵品のデジタル・アーカイブ化が人員、経費等の問題から遅れている。文化遺産オンラインにおける、現段
階での情報提供館も１６０館にとどまっており、近年あまり増加していないため、デジタル・アーカイブ化の支援を行い、文化遺産オンラインへの登
録件数を増加させる必要がある。また、海外への情報発信に役立つ多言語サイトや旅行者が気軽に検索できるスマートフォン等で利用できるシス
テムの構築、さらに現在のシステムのセキュリティ強化等を行う必要がある。

◇文化遺産オンラインの概要

文化遺産オンラインは、①全国の博物館・美術館等の所蔵品（国宝・重文を含む）、②国指定文化財（史跡名勝天然記念物、歴史的建造物、無
形文化財、民俗文化財等）について、概要・画像・所在地等の情報を国内外に広く発信することを目的に、文化庁が整備・運営するポータルサイト。

◇文化遺産オンライン構築作業計画

◇平成２８年度事業内容
①ポータルサイトの整備・運用【継続】 ポータルサイトの維持・管理・システム改修
②登録情報制作業務委託事業【継続】 提供館の所蔵品情報のデジタル・アーカイブ化等を支援
③普及啓発活動【継続】 オンラインの登録や利活用の推進に資する普及活動を実施

文化遺産オンライン構想の推進
（27年度予算額 １０３百万円）
28年度予算額 ９９百万円



地域日本語教育
コーディネーター研修
（東西２か所）

地域における日本語教育プログラムの編成や
実施に必要な地域の関係機関との調整に携わっ
ている者等，地域日本語教育を推進する中核的
人材に対する研修を実施。

審議会報告・成果物の提供
文化審議会国語分科会が取りまとめ
た報告・成果物の提供を行う。

活用のための
ガイドブック

日本語能力
評価について

標準的な
カリキュラム案

文化庁

外
国
人
を
日
本
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と
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ら
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課題
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日
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の
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活
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必
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本
語
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地域日本語教育実践プログラム

地域資源の活用・連携による
総合的取組

地域の文化活動・市民活動等に外国

人の参加を促しつつ日本語教育を実施
する取組や，日本語教育に関する地域
における連携体制を構築・強化する取
組等を行う。

「標準的なカリキュラム案」等
の活用による取組

「生活者としての外国人」に対

する標準的なカリキュラム案等
を活用し，地域の実情・外国人
の状況に応じた以下の取組を行
う。

○日本語教育の実施
○人材の育成
○教材の作成

プログラム（Ａ） プログラム（Ｂ）

（想定される取組例）
・子育てや防災の取組との連携
・自治体の部局，関係機関・団体，
企業等からなる協議会の設置 等

成果の
普及

事例の収集，カリ
キュラム案等の
検証・改善

教材例集

日本語指導力
評価について

本事業の
範囲

地域日本語教育
スタートアッププログラム

新
規

日本語教育に初めて
取り組む自治体支援

日本語教育に関するノウハウ
やリソースを有していないた
めに，これまで教室を開設で
きていない自治体に対する支
援を行う。

○アドバイザー派遣
・地域日本語教育プログラム
の開発
・日本語教室設置への助言

「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
（27年度予算額 １５０百万円）
28年度予算額 １５０百万円



国立文化施設の機能強化等
28年度予算額（ 27年度予算額）

国立文化施設の機能強化 25,941百万円（ 25,693百万円）
国立文化施設の整備 5,894百万円（ 7,202百万円）

国立文化施設（国立美術館、日本芸術文化振興会、国立文化財機構）が、 国民の貴重な財産である有形・無形の文化的資

産を確実に保存、蓄積、継承、発信するとともに、基幹的設備整備などの機能強化及び快適な観覧・鑑賞環境の充実に必要な

整備を行うことにより、ナショナルセンターとしての機能強化を図る。

◆『経済財政運営と改革の基本方針2015について』（平成27年6月30日閣議決定）

文化芸術立国を目指し、「文化芸術の振興に関する基本的な方針」を踏まえ、文化芸術活動に対する効果的な支援、

「日本遺産」など魅力ある日本文化の発信、メディア芸術の振興、子どもの文化芸術体験機会の確保、国立文化施設の

機能強化、文化芸術の担い手の育成、文化財の保存・活用・継承等に取り組む。

来観者等の快適な観覧環境や安心安全を維持するため、基幹施設等（空調施設、舞台設備等）の改修等を行う

・国立美術館施設整備費 ３,５１２百万円
東京国立近代美術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ電気設備改修工事 など

・日本芸術文化振興会施設整備費 １,０４８百万円
国立劇場等大規模化改修実施計画策定 など

・国立文化財機構施設整備費 １,３３４百万円
奈良文化財研究所本館建替工事 など

○運営費交付金
展覧・公演等事業等の実施、収蔵品及び観覧・鑑賞環境の充実、多言語化やバリアフリー化の推進など、国立文

化施設における機能強化を図る。
・国立美術館運営費交付金 ７,５００百万円
・日本芸術文化振興会運営費交付金 １０,０５３百万円
・国立文化財機構運営費交付金 ８,３８８百万円

１．国立文化施設の機能強化 ２５,９４１百万円

２．国立文化施設の整備 ５,８９４百万円



文化関係資料のアーカイブの構築に関する調査研究事業
（27年度予算額 ８３百万円）
28年度予算額 ９８百万円

文化関係資料のアーカイブに関する基準・手法を確立することが必要

歴史的・文化的価値のある我が国の貴重な文化関係資料が散逸・消失することのないよう、
アーカイブの構築に向けた資料の保存及び活用を図るための望ましい仕組みの在り方について調査研究を行う

現状
これまで保存の対象とされてこなかった歴史的・文化的価値のある文化関係資料が多数ある
保存するための仕組みが構築されていないため、散逸・消失の危機にある
所在情報が把握できていないため、活用することができない

文化関係資料のアーカイブに関する基準・手法の確立

文化関係資料アーカイブ検討会

アーカイブの構築に向けた実践的調査研究

テレビ、ラジオ
の脚本・台本

音楽関係資料 写真フィルム

目録の作成・公開、デジタル化の試行的実施

各分野の特性に応じた保存全般にわたる事項について検討

検討会の開催 委託研究の実施 シンポジウムの開催

アーカイブ中核拠点形成モデル事業

グラフィック プロダクト

各分野の中核拠点の形成をモデル的に支援
（アーカイブの運営、共同利用の促進等）

ファッション



被災文化財の復旧等事業

東日本大震災により被害を受けた国指定等文化財の
保存・修復に特化して実施

補助事業により被災文化財の早急な保存・修復を推進し、
被災地の復興を支援する

＜被災した文化財の例＞ 補助対象事業

桜川市真壁伝統的建造物群
保存地区（茨城県桜川市）

史跡・小峰城跡
（福島県白河市）

①建造物

②史跡・名勝・天然記念物

③伝統的建造物群

一般的な文化財補助事業

国指定等文化財全般を対象に、
その維持・継承を図る

・経年劣化に伴う文化財の保存修理
・伝統的な技芸・行事の伝承・公開
・史跡指定地の公有化 など

被災文化財の復旧等
（27年度予算額 ２,５４４百万円）
28年度予算額 ９０１百万円



■事業目的

東日本大震災により被災した美術館・博物

館の再興を図ることにより、東日本大震災から

の復興に資することを目的とする。

■補助対象事業

被災資料を修理するための事業

■補助事業者

東日本大震災に対処するための特別の財政

援助及び助成に関する法律（平成２３年法律

第４０号）第２条第２項に規定する特定被災地

方公共団体である市町村を管轄する道県。

■補助金額

補助対象経費の５０％

東日本
大震災

■東日本大震災からの復興の基本方針（平成23年7月29日、東日本大震災復興対策本部）

５ 復興施策＞（２）地域における暮らしの再生＞⑤文化・スポーツの振興

（ⅰ）「地域のたから」である文化財や歴史資料の修理・修復を進めるとともに、伝統行事や方言の再興等を支援する。

また、被災した博物館･美術館･図書館等の再建を支援する。

（27年度予算額 ３０８百万円）
28年度予算額 ２３３百万円

美術館・博物館における機能･役割の回復、再興した美術館・博物館への返却

●燻蒸、真空凍結乾燥●修理（脱塩、汚泥の除去）

東松島市埋蔵文化財収蔵庫 石巻文化センター

1. 事業概要

2. 作業の例

― 美術館・博物館の再興を通じた 心の復興 ―

汚泥や塩水等、これまでに

経験のない修理作業に直面

被災ミュージアム再興事業

●汚染物質の計測、分析


